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ソフトウェア使用許諾契約書 

製品のディスクケースを開封される前に、必ず以下のソフトウェア使用許諾契約をよくお読み下さい。 
ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」という）は株式会社ワイエムジーソフト（以下、「弊社」という）と 
お客様との契約です。お客様は本契約内容にご同意いただいた場合のみ本製品をご使用いただけます。万一ご同意い
ただけない場合は、ご購入後 30日以内に本製品の購入元に連絡の上、返品してください。なお、本製品のディスク
ケースを開封された後は、本契約にご同意いただいたものとみなし、返品はできません。 
 
第１条 定義    
本製品とは、弊社がお客様に提供したコンピュータプログラム（以下「プログラム」という）及びマニュアル等の関連資料全て
を含むソフトウェア製品をさします。また、お客様が本製品を取得された後で弊社から提供される本製品のアップデートプロ
グラム、追加コンポーネント、追加機能およびそれらの関連資料についてもこれに含みます（ただし、提供時に別途使用許諾
契約書が添付されている場合は、その使用許諾契約書が優先します）。 
 
第２条 使用許諾 
お客様が本契約書の定めに従われることを条件として、本ソフトウェア製品を使用することを許諾します。これに基づき、お
客様が、プログラムを特定の 3 台のコンピュータにのみインストールして使用することができます。また、お客様が複数ライセ
ンスをご購入された場合はご購入されたライセンス数を限度に複数台のコンピュータで使用することができます。 
 
第３条 禁止事項 
（１）お客様は本製品及びバックアップコピーを、譲渡、貸与、リース等いかなる方法でも第三者に使用させることができま 
  せん。 
（２）お客様はプログラムについて、逆コンパイル･逆アセンブル等リバースエンジニアリングを行うことはできません。 

 
第４条 保証 
（１）弊社は、本製品に含まれるプログラムディスク及びマニュアル等関連資料に物理的な欠陥や不足があった場合、本製 
  品をご購入された日から 90日以内に限り無償で交換いたします。 
（２）弊社は、本製品の機能がお客様の特定目的に対応することを保証するものではありません。また、これに対応する 
  よう仕様を変更する義務を負うものでもありません。 
（３）本製品を使用して、お客様の期待する結果が得られない場合や、お客様側の事故・誤用・不正使用により生じた損害 
  については、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

 
第５条 著作権 
本製品の著作権及び特許権等の一切の権利は、弊社に帰属するものとします。弊社は本製品をお客様に対し、本契約条項
に基づいて使用することを許諾するものです。 
 
第６条 有効期間 
（１）本契約の有効期限は、お客様が本製品のディスクケースを開封したときから、本製品の使用を停止するまでとします。 
（２）お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合は、弊社は本契約を解除し、合わせて本製品の返却を求めること 
  ができるものとします。 

 
第７条 免責 
本契約に基づく弊社の責任は、運用等いかなる場合においても、お客様が支払った本ソフトウェア製品の購入代金を上限と
します。 
 
第８条 準拠法および管轄 
本契約書は、日本国憲法に準拠し、本契約に関連または起因して生じる紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属
管轄裁判所とするものとします。 
 
第９条  使用許諾契約書の変更 
（１）弊社は以下の場合に、弊社の裁量により、使用許諾契約書を変更することができます。 

① 使用許諾契約書の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。 
② 使用許諾契約書の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の 

内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 
（２）弊社は前項による使用許諾契約書の変更にあたり、変更後の使用許諾契約書の効力発生日の１か月前までに、 

使用許諾契約書を変更する旨及び変更後の使用許諾契約書の内容とその効力発生日を弊社ウェブサイト 
（URL：http://www.ymg-soft.com/）に掲示します。 

（３）変更後の使用許諾契約書の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーは、使用許諾 
契約書の変更に同意したものとみなします。 

※ 株式会社ワイエムジーソフトにおける個人情報保護方針はホームページで公表しております。 
http://www.ymg-soft.com/ 

〒226-0025 横浜市緑区十日市場町 861-6 
株式会社 ワイエムジーソフト 


